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仙台市の職員給与等について 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 

（30 年１月１日） 

歳出額 

A 
実質収支 

人件費 

B 

人件費率 

B／A 

（参考） 

28 年度の 

人件費率 

29 年度 
1,060,545 人 504,719,654 千

円 

3,642,500 

千円 

113,610,610 千

円 

22.5 

％ 

14.3 

％ 

（注）１ 人件費は，一般職員の給与に，市長や議員などの特別職の報酬や共済費（社会保険料の事業主負担相当分）などを

加えたもので，事業費に含まれる職員の人件費も含みます。 

   ２ 普通会計とは，ほかの都市等との比較がしやすいように共通の基準で調製したものです。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 職員数 

A 

給与費  １人当たり 

給与費 B／A 

（参考）政令市平均

一人あたり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B  

29 年

度 

11,322

人 

48,885,079

千円 

11,862,221

千円 

19,481,303 

千円 

80,228,603 

千円 

 7,086 千円 6,962 千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 年４月１日現在の人数です。 

３ 給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが，職員数には

当該職員を含みません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在） 
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（注）１ ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため，国の職員数（構

成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 とし

て計算した指数です。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当

を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正した

ラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）

により算出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 

    

※ 平成 30 年４月１日のラスパイレス指数が，①３年前に比べて１ポイント以上上昇している場合，②３年連続で上昇して

いる場合，③100 を超えている場合について，その理由及び改善の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）給与改定の状況 

    ①月例給 

 

区分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率 

 

民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

30年度 374,791円 374,544 

円 

247円 

（ 0.07%）  

0％ 0％   

 

0.16％ 

  （注） 「民間給与」，「公務員給与」は，人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給

与月額です。 

 

    ②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合    Ａ 

公務員の 

支給月数  Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

30年度 4.46月 4.40月 0.06月 0.05月 4.45月  

 

4.45月 

  （注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合，「公務員の支給月数」は期末手当及

び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

仙台市においては、給与制度の総合的見直しによる給料表改定時期が国と異なること（国：平成 27 年 4 月 1 日、仙

台市：平成 28 年 4 月 1 日）、また、激変緩和のための経過措置の期間が国とは異なること（国：３年、仙台市：５年）

等により、現在、ラスパイレス指数が高い傾向にあります。 

今後、経過措置の終了等に伴い、ラスパイレス指数は低下する見込みです。 
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（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

（給料表の改定実施時期）平成 28年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について，国の見直しの内容を踏まえ，平均 1.3％引下げました。若年層については引下げ

ていませんが，高齢層については最大で４％程度引き下げました。激変緩和のため，５年間（平成 33年３月 31日まで）

の経過措置（現給保障）を実施しています。 

 他の給料表については，一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施しました。 

 

  ②地域手当の見直し 

（支給割合）仙台市を支給対象地域とする地域手当は，国基準６％に対し，仙台市においても６％を支給となって

いますが，平成 24 年４月１日～平成 28 年３月 31 日の間，３％支給の減額措置を行っています。 

（参考） 

  平成 27年度の

支給割合 

見直し後の支給

割合（H30.4.1） 

平成 28年度の

支給割合 

平成 29年度の

支給割合 

平成 30年度の

支給割合 

国基準による支給

割合 

６％ ６％ ６％ ６％ ６％ 

仙台市の支給割合 ３（６）％ ６％ ６％ ６％ ６％ 

   ※（ ）内は減額措置を行う前の支給率です（減額措置期間：平成 24 年 4 月１日～平成 28 年 3 月 31 日）。 

 

  ③その他の見直し内容 

単身赴任手当について，国と同様に見直しを実施しました。 
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２ 職員の平均給与月額，初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

仙台市 41.7 歳 323,198 円 428,310 円 376,998 円 

宮城県 42.2 歳 320,093 円 405,493 円 355,359 円 

国 43.5 歳 329,845 円 ― 410,940 円 

政令指定都市平均 41.8 歳 319,966 円 427,624 円 379,849 円 

 

②技能労務職 

区   分 

公務員 民 間 参考 

平均 

年齢 
職員数 

平均給料 

月額 

平均給与 

月額（A） 

平均給与月額

(国ベース) 

対応する民間 

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与 

月額（B） 
A／B 

仙台市 50.8歳 497 人 360,500 円 430,347 円 395,174 円 － － － － 

 うち学校給食員 46.9歳 132 人 354,700 円 422,522 円 391,800 円 調理士 44.0 歳 252,600 円 1.67 

宮城県 51.9歳 173 人 312,660 円 353,467 円 348,230 円 － － － － 

国 50.7歳 2,553 人 286,817 円 － 328,637 円 － － － － 

政令指定都市平均 49.8歳 1,072 人 320,394 円 404,205 円  376,933 円 － － － － 

 

区   分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（C） 民 間（D） C／D 

仙台市 － － － 

 うち学校給食員 6,808,652 円 3,328,100 円 2.05 

※ 民間の職種等の比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。 

  ※ 年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは，それぞれ平均給与月額を 12 倍したものに，公務員にお

いては前年度に支給された期末・勤勉手当，民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

 

③教育職（高等学校教育職） 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

仙台市 47.8 歳 400,272 円 476,351 円 

宮城県 46.1 歳 391,505 円 452,897 円 

政令指定都市平均 45.2 歳 374,610 円 459,127 円 

 

 ④教育職（小・中学校（幼稚園）教育職） 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

仙台市 43.5 歳 364,699 円 424,072 円 

宮城県 44.9 歳 374,550 円 420,797 円 

政令指定都市平均 41.5 歳 348,988 円 419,001 円 
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（注）１ 「平均給料月額」とは，平成 30 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

     ２ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手当などのすべて

の諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

     また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いた

もの）で算出しています。 

   ３ 「一般行政職」とは，主に本庁や区役所等に勤務する事務職員や技術職員のことをいいます。「技能労務職」とは，

主に給食調理や学校の用務等に従事する職員のことをいいます。 

 

 （２）職員の初任給の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 仙台市 宮城県 国 

一般行政職 
大学卒 185,700 円 187,100 円 179,200 円 

高校卒 149,100 円 152,600 円 147,100 円 

技能労務職 高校卒 149,100 円 150,300 円 144,500 円 

教育職（高等学校教育職） 大学卒 206,000 円 209,000 円 － 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 大学卒 268,630 円 367,857 円 393,088 円 431,466 円 

高校卒 220,170 円 321,943 円 359,598 円 376,794 円 

技能労務職 高校卒 － 322,236 円 348,429 円 375,440 円 

教育職 大学卒 314,817 円 395,514 円 415,394 円 426,031 円 

（注） 経験年数は，採用前に民間企業等に勤務した期間がある場合には，その期間を換算し，採用後の年数に加算して

います。 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1 号俸の 

給料月額 

最高号俸の 

給料月額 

8 級 局長，区長 26 人 0.7％ 405,300 524,400 

7 級 次長，部長 102 人 2.8％ 383,900 485,000 

6 級 課長 111 人 3.0％ 361,900 451,100 

5 級 課長 295 人 8.0％ 329,600 437,600 

4 級 係長 297 人 8.1％ 300,100 413,200 

3 級 係長，主任 959 人 26.2％ 272,100 395,900 

2 級 主任，主事，技師 614 人 16.8％ 245,200 366,900 

1 級 主事，技師 1,261 人 34.4％ 144,500 330,300 

（注）１ 職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

一般行政職の級別構成比 

1級 27.5%
1級 32.6% 1級 34.4%

2級 21.3%
2級 17.5% 2級 16.8%

3級 27.1% 3級 26.9% 3級 26.2%

4級 8.1% 4級 8.5% 4級 8.1%

5級 9.0% 5級 8.2% 5級 8.0%

6級 2.9% 6級 2.8% 6級 3.0%

7級 3.3% 7級 2.8% 7級 2.8%

8級 0.9% 8級 0.7% 8級 0.7%
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

 

（３）昇給への勤務成績の反映状況 

平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 4 月 1 日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○  ○ ○ 

上位、標準の区分 
 

○     

標準、下位の区分       

標準の区分のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない  
 

 活用予定時期  
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４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

 民間企業のボーナスに当たるもので，職員の給料や勤務成績などに応じて支給されます。 

仙台市 宮城県  国  

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,756 千円 
－ 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

仙台市と同じ 

（29 年度支給割合） 

 

仙台市と同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算 

措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算 

措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算

措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（仙台市） 

平成 30 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している ○  

 

活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○  
 

  

上位、標準の成績率 
 

○     

標準、下位の成績率       

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない  ○ 

 活用予定時期  平成 31 年度 6 月期 
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（２）退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

退職日の給料月額に，退職事由と勤続年数に応じた支給率を乗じて計算されます。 

仙台市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

（１人当たり平均支給額）  

－  自己都合 勧奨・定年 

 3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

  

 

（３）地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 地域の民間賃金水準をより的確に反映するために，勤務地により異なる割合で支給されます。 

支給実績（29 年度決算） 3,180,823 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 269,836 円 

 

支給対象地域 支給率 
支給対象 

職員数 

国の制度 

（支給率） 

医療職給料表（一）の適用を受ける職員 16％ 14 人 16％ 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 11 人 20％ 

特別区の区域以外の東京都の区域に在勤する職員 12％ 0 人 3～16％ 

京都市および神戸市の区域に在勤する職員  10％ 0 人 10％ 

上記以外の職員  6％ 11,771 人 6％ 

 

 

（４）特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務等，給与上特別の考慮を必要とするものについて支給されます。 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 511,655 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 134,611 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 29 年度   32.2％ 
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手当の種類（手当数） 15 種類 

 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（29 年度決算） 

左記職員に対する支給

割合 

高圧電気取扱手当 
職員が自家用電気工作物の点検業務に従事し

たとき 
79 千円  日額 200 円 

用地取得等折衝業務手当 職員が，用地の取得交渉等について最初の説

明から一月を経過した日以後に行われる用地

買収交渉等のため外勤業務に従事したとき 

99 千円 日額 400 円 

滞納処分等業務手当 職員が，市税等に係る滞納処分，相談等のた

め外勤業務に従事したとき 
52 千円 日額 400 円 

職員が，市民税等に係る申告を行わなかった

者等に対する調査，指導等のため外勤業務に

従事したとき 

0 千円 日額 400 円 

保健福祉業務手当 職員が，保健若しくは福祉に関する相談・指

導のための外勤業務又は措置入院等の立会

い，移送等の業務に従事したとき 

7,608 千円 日額 400 円・800 円 

児童相談所保護支援課一時保護係に勤務する

職員が，児童の生活指導・学習指導業務等に

従事したとき 

1,766 千円 日額 500 円 

職員が，児童等の虐待防止，配偶者等に対す

る暴力的行為等の相談のため外勤業務に従事

したとき 

792 千円 日額 500 円 

職員が，行旅死亡人等に係る死体取扱業務又

は行旅病人取扱業務に従事したとき 
38 千円 

1 回につき 1,500 円・

800 円 

動物管理センターに勤務する職員が，野犬等

捕獲業務・野犬等処分業務に従事したとき 
19 千円 日額 400 円・200 円 

食肉衛生検査所に勤務する職員が，と畜検査

業務に従事したとき 
3,005 千円 日額 800 円 

職員が，悪臭検査等で現場における業務に従

事したとき 
9 千円 日額 400 円 

職員が，感染症等が発生し，又は発生するお

それがある場合に，感染症の患者等の現地調

査業務等に従事したとき 

537 千円 日額 500 円・300 円 

衛生研究所に勤務する職員等が，結核等の検

査のうち，安全実験室を使用する検査等に従

事したとき 

614 千円 日額 400 円・200 円 

環境業務手当 職員が，ごみ収集自動車運転業務等のための

外勤業務に従事したとき 
1,348 千円 日額 400 円・200 円 
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環境局施設課に勤務する職員が，焼却炉等に

おいて，検査のための検体採集等の業務に従

事したとき 

170 千円 日額 500 円 

職員が，焼却炉等の炉室内の業務等に従事し

たとき 
4,343 千円 日額 200 円～600 円 

職員が，野生鳥獣の捕獲業務又は運搬業務に

従事したとき 
27 千円 日額 300 円 

食肉市場手当 食肉市場に勤務する職員が，施設の点検管理

等の業務に従事したとき 
45 千円 日額 300 円 

下水道業務手当 職員が，汚水の採水業務等に従事したとき 4,860 千円 日額 300 円・500 円 

動物公園手当 八木山動物公園に勤務する職員が，動物飼育

業務に従事したとき 
5,180 千円 日額 600 円 

消防手当 消防局に勤務する職員（消防士等） 60,971 千円 日額 200 円～5,500 円 

特別支援学校手当 鶴谷特別支援学校に勤務する職員が，介助業

務に従事したとき 
118 千円 日額 300 円・150 円 

教員特殊業務手当 市立高等学校，市立中等教育学校及び市立幼

稚園に勤務する教諭等が，修学旅行等に伴う

引率・指導業務，休日の部活動指導業務，入

学者選抜業務等に従事したとき 

416,411 千円 
日額 100 円～4,800 円 

１時間につき 2,800 円 

断続的業務手当 児童相談所に勤務する職員が，宿泊して行う

定期的な巡視，非常事態の発生に対処するた

めの準備等を目的とする業務に従事したとき 

3,466 千円 1 回につき 5,300 円 

強制執行手当 職員が，土地又は建物に対する代執行その他

の強制執行に係る外勤業務に従事したとき 
2 千円 日額 300 円 

高所・深所業務手当 職員が，地上 10 メートル以上又は地下２メー

トル以上における業務に従事したとき 
38 千円 日額 300 円 

国際緊急援助活動にかかる

特殊勤務手当 

平成 29 年 9 月 20 日にメキシコで発生した大

地震に伴い、国際緊急援助隊の派遣に関する

法律に基づき同地へ派遣されたとき 

60 千円 

国際緊急援助隊に従事

した日 1 日につき

4,000 円 
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（５）時間外勤務手当 

 正規の勤務時間以外に勤務した職員に対し，1 時間当たりの給与額の 125／100～135／100 の割合で，勤務時間数に応じて

支給されます。 

支給実績（29 年度決算） 3,441,125 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 552 千円 

支給実績（28 年度決算） 3,508,641 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 587 千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、支給実績と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

 

（６）その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との同異 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対し

て，43,600 円～146,400 円を支給（月

額） 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

933,100 千円 845,733 円 

初任給調整手当 医師・歯科医師，保健師に対して，一定

期間1,000円～217,000円を支給（月額） 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

18,682 千円 306,262 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 5,000 円～11,000

円を支給（月額） 

異なる 支給額が異

なる。 
1,099,586 千円 238,263 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600

円を限度に支給（月額） 

異なる 支給要件及

び支給額が

異なる。 

945,233 千円 326,844 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員

に対して，1 ヶ月に要する運賃等の額に

応じて 55,000 円を限度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に

対して，距離に応じて 5,000 円～25,500

円を支給（月額） 

異なる 支給要件及

び支給額が

異なる。 
1,300,042 千円 115,765 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職

員に対して，30,000 円～100,000 円を

支給（月額） 

同じ 

 8,174 千円 681,167 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務する場

合に，1 時間あたりの給与額の 135／

100 を勤務時間数に応じて支給 

同じ 

 427,193 千円 68,482 円 
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夜勤手当 正規の勤務時間として 22 時から翌 5 時

までの間に勤務する場合に，1 時間あた

りの給与額の 25／100 を勤務時間数に

応じて支給 

同じ 

 87,623 千円 8,200 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以

上勤務した場合もしくは深夜帯（0 時~2

時）に勤務した場合に，1 勤務当たり

2,000 円～18,000 円を支給 

異なる 支給額が異

なる。 
17,025 千円 15,449 円 

義務教育等教員

特別手当 

市立学校に勤務する教諭等に対して，

1,000 円～8,000 円を支給（月額） 

 
348,488 千円 71,987 円 

産業教育手当 工業に係る実習科目を主として担任す

る教員に対して，8,000 円～31,000 円を

支給（月額） 

15,508 千円 316,490 円 

定時制通信教育

手当 

本務として定時制教育に従事する教諭

等に対して，12,000 円～26,000 円を支

給（月額） 

19,567 千円 326,117 円 
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５ 特別職の報酬等の状況（平成 30年 4月 1日現在） 

市長や議員などの特別職職員の報酬等は，市内の公共的団体の代表者等により構成される「特別職の職員の報酬等審議会」

の答申に基づき，市議会での審議を経て条例により決定されます。 

市長は７％，副市長は５％，企業管理者・教育長は３％の給料月額の減額を行っています。 

区分 給料月額等 

給
料 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

1,218,300 円（1,310,000 円） 

969,000 円（1,020,000 円） 

805,100 円（830,000 円） 

805,100 円（830,000 円） 

 

 

報
酬 

議長 

副議長 

議員 

1,020,000 円 

910,000 円 

840,000 円 

 

期
末
手
当 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（29 年度支給割合） 

6 月期 1.55 月分 12 月期 1.75 月分 計 3.3 月分 

議長 

副議長 

議員 

（29 年度支給割合） 

6 月期 1.55 月分 12 月期 1.75 月分 計 3.3 月分 

退
職
手
当 

 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（算定方式）       

給料月額×在職月数×0.54 

給料月額×在職月数×0.37 

給料月額×在職月数×0.28 

給料月額×在職月数×0.28 

（１期の手当額） 

33,955,200 円 

18,115,200 円 

11,155,200 円 

8,366,400 円 

（支給時期） 

 

任期毎 

地
域
手
当 

 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（支給率） 

3％ 

3％ 

6％ 

6％ 

  (注)１ 給料及び報酬の（ ）内は，減額措置を行う前の金額です。 

    ２ 期末手当及び地域手当の額の算定の基礎となる給料月額は，減額措置を行う前の金額です。 

３ 退職手当の「１期の手当額」は，４月１日現在の給料月額（減額措置後の金額）及び支給率に基づき， 

１期（４年＝４８月※教育長にあっては 3 年＝36 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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６ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年 4 月 1 日現在） 

区分 

部門 

職員数（人） 対前年 

増減数（人） 
主な増減理由 

平成 29 年 平成 30 年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 29 28 ▲1 東北市議会議長会事務局終了による減 

総務 845 868 23 次期総合計画策定等による増 

税務 344 348 4 育児休業対応等による増 

労働 5 5 0  

農水 63 64 1 農地利用最適化促進による増 

商工 87 92 5 放射光施設誘致等による増 

土木 762 766 4 東部復興道路整備等による増 

民生 1,529 1,551 22 生活保護ケースワーカー増員等による増 

衛生 690 686 ▲4 埋立管理事務所運営管理業務一部委託による減 

計 4,354 4,408 54 ＜参考＞人口 1 万人当たり職員数 41.56 人 

教育部門 5,868 5,828 ▲40 児童生徒数の減少に伴う教職員の減 

消防部門 1,099 1,108 9 救急隊新設等による増 

小 計 11,321 11,344 23 ＜参考＞人口 1 万人当たり職員数 106.96 人 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病院 891 890 ▲1 退職者の不補充による減 

水道 408 411 3 アセットマネジメント推進体制強化等による増 

交通 800 774 ▲26 地下鉄駅業務の委託等による減 

下水道 213 213 0  

ガス 315 314 ▲1 退職者の不補充による減 

その他 253 248 ▲5 土地区画整理事業終了等による減 

小 計 2,880 2,850 ▲30  

合 計 
14,201 

［14,438］ 

14,194 

［14,411］ 

▲7 

［▲27］ 

＜参考＞人口 1 万人当たり職員数 133.84 人 

（注） １ 職員数は一般職に属する職員数です。 

２ ［  ］内は，条例定数の合計です。 
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（２）年齢別職員構成の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳  

区分  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  計 

 未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上  

職員数 38 

人 

594 

人 
1,168 

人 
1,459 

人 
1,216 

人 
1,245 

人 
1,351 

人 
1,606 

人 
1,554 

人 
1,859 

人 
1,856 

人 
248 

人 
14,194 

人 

 

 

（３）職員数の推移 （単位：人・％） 

年度 

部門別 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 4,335 4,420 4,380 4,336 4,354 4,408 73（1.7%） 

教育 1,154 1,140 1,106 1,090 5,868 5,828 4,674（405.0%） 

消防 1,098 1,091 1,095 1,104 1,099 1,108 10（0.9%） 

普通会計計 6,587 6,651 6,581 6,530 11,321 11,344 4,757（72.2%） 

公営企業等会計計 2,947 2,945 2,938 2,866 2,880 2,850 ▲97（▲3.3%） 

総合計 9,534 9,596  9,519  9,396  14,201 14,194 4,660（48.9%） 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 

 

 

 

 

 

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 歳

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以

満 上
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７ 公営企業職員の状況 

（１）水道事業会計（水道局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）28 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

29 年度 25,216,799 千円 2,943,668 千円 3,180,705 千円 12.6％ 12.8％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 497,588 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 （参考）政令市平均

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

29 年度 409 

人 

1,654,875 

千円 

511,492 

千円 

701,967 

千円 

2,868,334 

千円 

7,014 

千円 

6,757 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 30 年 3 月 31 日現在の人数です。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（水道局） 43.7 歳 367,919 円 583,972 円 

政令市平均（水道事業） 45.2 歳 367,821 円 562,708 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（水道局） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,706 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（水道局） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分   47.709 月分 

最高限度額 49.709 月分   49.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

（その他の加算措置） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

   自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

  0 千円 21,660 千円  3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，29 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（29 年度決算） 104,103 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 255,221 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

埼玉県和光市に在勤する職員 15％ 1 人 － 

上記以外の職員 6％ 410 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 6,980 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 30,614 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 55.88％ 

手当の種類（手当数） 8 種類 

 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（29 年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

交替制勤務手当 浄水場において交替制の夜間勤務（午後 4 時 30 分～

午前 9 時）に従事したとき 

4,454 千円 1 回につき 1,500 円 
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交渉等外勤業務

手当 

 

 

 

水道料金等の徴収，滞納整理若しくは給水停水処分の

外勤業務又は用地買収交渉若しくは移転補償交渉のた

め外勤業務（用地の取得等又は損失の補償に関する計

画についてその権利者等に対して最初の説明を行った

日以後継続的に行われ，当該説明を行った日から起算

して一月を経過した日においてなお終了していない一

連の交渉業務のうち当該一月を経過した日以後に行わ

れるものに限る。）に従事したとき 

19 千円 日額 400 円 

特殊清掃等業務

手当 

浄水場の沈殿池，ろ過池，排水池，排泥池及び濃縮槽

において汚泥等の排出を伴う清掃作業に直接従事した

とき 

141 千円 日額 300 円 

取水口に堆積した土砂，竹木その他の流下物を排除す

るため，水中において行う作業に従事したとき 

1 千円 日額 200 円 

危険作業手当 地表面から作業面までの距離が 2 メートル以上のマン

ホール内等での業務（酸欠の恐れがあり，強制換気を

しながら作業を行う場合に限る。）又は地上 10 メート

ル以上における次の業務（転落防止の柵が設置されて

いない等，作業中に落下の危険がある場合に限る。）に

従事したとき 

ア 水道施設又は無線通信設備の工事又は維持管理に

係る業務 

イ 高置水槽の点検又は清掃の業務 

12 千円 日額 300 円 

高圧電気設備（電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）

第 38 条第 4 項に規定する自家用電気工作物に限る。）

の点検業務（点検立会い及び目視点検を除く。）又は七

北田ダムの湖岸における採水業務に従事したとき 

12 千円 日額 200 円 

残留塩素測定作

業手当 

残留塩素測定業務に毎日従事する職員 288 千円 月額 3,000 円 

活性炭投入手当 粉末活性炭の投入業務に従事したとき 0 千円 日額 400 円 

出動手当 正規の勤務時間以外の時間に水道施設に関わる突発事

故へ対応のため，自宅（帰宅している状態をいう。）か

ら出動し業務に従事したとき及び緊急出動に係る連絡

調整を行ったとき 

402 千円 

 

1 回につき 1,500 円 

待機手当 

 

午後 10 時から午前 6 時までの間の深夜作業に従事す

る際に，勤務時間終了時から深夜作業を命ぜられてい

る時間までの間，待機していた場合(ただし，午後 5 時

から午後 9 時までの間に 2 時間を超える超過勤務を行

った場合は支給しない) 

1,654 千円 1 回 1,500 円(ただし，

午後 5 時から午後 9 時

までの間に 2 時間以下

の超過勤務を行った場

合は 1 回 750 円) 
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オ 時間外勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 218,519 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 571 千円 

支給実績（28 年度決算） 227,909 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 598 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。 

   ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29 年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

務職員を含みます。 

 

カ その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との同異 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対して， 70,800

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 24,558 千円 982,320 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,500 円～16,000 円を支給（月

額） 

同じ 60,689 千円 258,251 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を限度に

支給（月額） 

同じ 32,171 千円 342,245 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員に対して，１

ヶ月に要する運賃等の額に応じて 55,000 円を限度

に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対して，距離

に応じて 5,000 円～25,500 円を支給（月額） 

同じ 50,369 千円 130,490 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に対して，

30,000 円～100,000 円を支給（月額） 

同じ 1,272 千円 424,000 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務する場合に，1 時間

あたりの給与額の 135／100 を勤務時間数に応じて

支給 

同じ 16,308 千円 93,189 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として 22 時から翌 5 時までの間に

勤務する場合に，1 時間あたりの給与額の 25／100

を勤務時間数に応じて支給 

同じ 11,987 千円 171,243 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に2時間以上勤務した場

合もしくは深夜帯（0 時~5 時）に勤務した場合に，

1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 169 千円 8,895 円 

 

 

 

 



21 

（２）自動車運送事業会計（交通局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）28 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

29 年度 10,442,490 千円 ▲401,612 千円 3,903,761 千円 37.4％ 37.2％ 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費はありません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 （参考）政令市平均

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

29 年度 355 

人 

1,501,901 

千円 

518,921 

千円 

607,276 

千円 

2,628,098 

千円 

7,403 

千円 

7,223 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 30 年 3 月 31 日現在の人数です。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 52.1 歳 348,134 円 572,198 円 

政令市平均（バス事業） 48.2 歳 349,089 円 593,619 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 （うちバス事業運転手） 

区分 

公務員 民 間 参考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（A） 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（B） 
A／B 

仙台市交通局 53.6 歳 238 人 339,422 円 530,208 円 
営業用バス 

運転手 
49.6 歳 320.500 円 1.65 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

   ２ 民間の類似職種との比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではあり

ません。 

３ 民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されている宮城県の平均値のデータを使用しています。（平成

27 年～29 年の３ヵ年平均） 

    

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（C） 

民 間 

（D） 
C／D 

仙台市交通局 6,362,496 円 3,846,200 円 1.65 

（注） 年収ベースの「仙台市（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均月収額を 12 倍した試算値です。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,418 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

 

（その他の加算措置） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 13,219 千円 19,933 千円  3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，29 年度に退職した職員に支給された平均額です。
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ウ 地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（29 年度決算） 94,465 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 220,610 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 342 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 3,758 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 12,281 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 71.1％ 

手当の種類（手当数） 3 種類 

 

手当の名称 主な支給対象

職員 

主な支給対象業務 支給実績 

（29 年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

第一種 事故示談交渉

担当職員 

自動車事故において，１月を経過し

た以後の示談の交渉及び見舞いのた

めに外勤したとき 

0 千円 １日につき 350 円 

中休手当 自動車運転手 中休勤務に従事したとき 3,066 千円 １回につき 300 円 

自宅待機手当 自動車運転手 除雪等の緊急対応のため自宅待機を

命じられたとき 

692 千円 １回につき 1,000 円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 280,999 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 684 千円 

支給実績（28 年度決算） 277,338 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 674 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。 

   ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29 年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含

みます。 
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カ その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との同異 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対して，66,300

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 17,848 千円 901,418 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,500 円～16,000 円を支給

（月額） 

同じ 54,306 千円 221,776 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を限度

に支給（月額） 

同じ 12,311 千円 288,980 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員に対して，1

ヶ月に要する運賃等の額に応じて 55,000 円を限

度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対して，距

離に応じて 5,000 円～25,500 円を支給（月額） 

同じ 45,196 千円 108,065 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に対し

て，30,000 円～100,000 円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として22時から翌5時までの間に

勤務する場合に，1時間あたりの給与額の 25／100

を勤務時間数に応じて支給 

同じ 8,345 千円 24,519 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以上勤務した

場合もしくは深夜帯（0 時~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～15,000 円を支給 

同じ 287 千円 16,698 円 
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（３）高速鉄道事業会計（交通局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）28 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

29 年度 26,144,894 千円 ▲2,340,912 千円 3,894,998 千円 14.9％ 13.5％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 91,843 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 （参考）政令市平均

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

29 年度 442 

人 

1,632,188 

千円 

644,850 

千円 

681,353 

千円 

2,958,391

千円 

6,693 

千円 

7,512 

千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 30 年３月 31 日現在の人数です。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 43.2 歳 330,255 円 545,148 円 

政令市平均（鉄道事業） 46.1 歳 369,926 円 623,417 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

（うち鉄軌道事業運転手） 

区分 

公務員 民 間 参考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（A） 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（B） 
A／B 

仙台市交通局 37.6 歳 87 人 265,253 円 458,895 円 電車運転士 39.6 歳 542,300 円 0.85 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

   ２ 民間の類似職種との比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではあり

ません。 

   ３ 民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されている全国の平均値のデータを使用しています。（平成

26 年～28 年の３ヵ年平均） 

 

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（C） 

民 間 

（D） 
C／D 

仙台市交通局 5,506,740 円 6,507,800 円 0.85 

（注） 年収ベースの「仙台市（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均月収額を 12 倍した試算値です。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,479 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

 

（その他の加算措置） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 8,080 千円 19,645 千円  3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，29 年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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ウ 地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（29 年度決算） 104,075 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 225,857 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 432 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 625 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 6,649 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 20.3％ 

手当の種類（手当数） 4 種類 

 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（29年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

第一種 用地交渉担当職員 用地の取得等又は損失の補償に関す

る計画について継続的に説明を行

い，一月を経過した日以後に行われ

る用地買収交渉等のため，外勤業務

に従事したとき 

0 千円 １日につき 350 円 

駅務員，運転指令，運

転士 

列車事故により，救護が極めて困難

な状況にある乗客を救護したとき 

0 千円 １回につき 1,000 円 

駅務員，運転指令，施

設・車両・電気保守担

当職員 

１ トンネル内において，著しい騒

音等の作業環境の中業務を行った

とき 

２ 高速鉄道に対するテロ予告によ

り，不審物探索に従事したとき 

３ 不審物を取り扱ったとき 

４ 百二十ガル以上の地震によりト

ンネル内の徒歩巡視に従事したと

き 

0 千円 １日につき 300 円 

第二種 建設現場監督担当職

員 

高所・地下等における建設現場監督

業務に従事したとき 

0 千円 １日につき 300 円 

自宅待機手

当 

施設・車両・電気保守

担当職員 

地下鉄運転士 

除雪等の緊急対応のため自宅待機を

命じられたとき 

565 千円 １回につき 1,000 円 

電気主任技 電気保守担当職員 電気事業法の規定に基づき主任技術 60 千円 月額 5,000 円 
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術者手当 者に選任された場合 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 333,136 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 773 千円 

支給実績（28 年度決算） 344,181 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 796 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29 年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含み

ます。 

 

カ その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との同異 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対して， 66,300

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 29,073 千円 931,831 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,500 円～16,000 円を支給

（月額） 

同じ 60,501 千円 230,660 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を限度

に支給（月額） 

同じ 37,655 千円 289,826 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員に対して，1

ヶ月に要する運賃等の額に応じて 55,000 円を限

度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対して，距

離に応じて 5,000 円～25,500 円を支給（月額） 

同じ 51,685 千円 118,642 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に対し

て，30,000 円～100,000 円円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として22時から翌5時までの間に

勤務する場合に，1時間あたりの給与額の 25／100

を勤務時間数に応じて支給 

同じ 28,259 千円 88,534 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以上勤務した

場合もしくは深夜帯（0 時~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～15,000 円を支給 

同じ 279 千円 23,627 円 
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（４）ガス事業会計（ガス局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 

総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）28 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

29 年度 33,892,634 千円 1,854,284 円 3,507,470 千円 10.3％ 11.5％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 172,385 千円を含みません。 

 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費 B／A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

29 年度 315 

人 

1,350,082 

千円 

546,683 

千円 

564,548 

千円 

2,461,313 

千円 

7,814 

千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 30 年 3 月 31 日現在の人数です。 

３ 政令市で該当する団体は本市のみであるため，政令市平均は掲載しておりません。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（ガス局） 43.2 歳 374,903 円 629,228 円 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

２ 政令市で該当する団体は本市のみであるため，政令市平均は掲載しておりません。 

 

③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（ガス局） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,652 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（ガス局） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分  47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分  47.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

 

（その他の加算措置） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 応募認定・定年 

 0 千円 23,177 千円  3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，29 年度に退職した職員に支給された平均額です。（管理者除く） 

  

ウ 地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（29 年度決算） 85,649 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 251,909 円 

  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 342 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 10,393 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 52,490 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 58.2％ 

手当の種類（手当数） 4 種類 

  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（29 年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

第一種特殊勤

務手当 

製造業務に係る深夜勤

務 

港工場の交替制オペレータ

ー業務（24 時間体制）で深

夜業務に従事した場合 

829 千円 

深夜勤務 

１回につき 1,100 円 
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第二種特殊勤

務手当 

需要家開拓業務（外勤） 業務用および家庭用需要家

の開拓および折衝業務 

8,542 千円 日額 350 円 

事故処理業務（外勤） 保安事故処理業務 

供給設備の巡視および

点検業務（外勤） 

保安のための巡視および点

検業務 

料金徴収関係業務（外

勤） 

ガス料金滞納整理に関する

業務 

製造業務 製造設備の運転業務 

第三種特殊勤

務手当 

製造および供給設備の

維持管理業務 

製造・供給設備の維持管理

業務 
811 千円 日額 250 円 

資格手当 ガス主任技術者，電気主任技術者，天然ガススタンド

の保安技術管理者に選任されている職員 
300 千円 月額 2,500 円 

  

オ 時間外勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 299,936 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 980 千円 

支給実績（28 年度決算） 313,188 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 1001 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。 

   ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（28 年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

務職員を含みます。 

  

カ その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との同異 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対して，50,700

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 33,022 千円 971,224 円 

扶養手当 扶養親族 1 名につき 6,000 円～17,000 円を支給

（月額） 

同じ 53,883 千円 276,332 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を限度

に支給（月額） 

同じ 24,103 千円 309,006 円 

通勤手当 通勤のために交通機関等を利用する職員に対し

て，1 ヶ月に要する運賃等の額に応じて 55,000 円

を限度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対して，距

離に応じて 5,000 円～25,500 円を支給（月額） 

同じ 36,780 千円 113,869 円 
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単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に対し

て，30,000 円～100,000 円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務をする場合に，1

時間あたりの給与額の 135／100 を勤務時間に応

じて支給 

同じ 4,241 千円 60,588 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として22時から翌5時までの間に

勤務する場合に，1時間あたりの給与額の 25／100

を勤務時間数に応じて支給 

同じ 2,039 千円 169,949 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以上勤務した

場合もしくは深夜帯（0 時~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 281 千円 21,615 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

（５）病院事業会計（市立病院） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）28 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

29 年度 17,416,917 千円 ▲1,415,284 千円 9,215,376 千円 52.9％ 51.2％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 0 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費 B／A 

 （参考）政令市平均

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

29 年度 891 

人 

3,287,333 

千円 

1,541,576 

千円 

1,385,443 

千円 

6,214,352 

千円 

6,975 

千円 

7,269 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 30 年 3 月 31 日現在の人数です。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（市立病院） 39.9 歳 367,287 円 621,610 円 

 医師 43.6 歳 562,995 円 1,309,427 円 

看護師 39.1 歳 330,991 円 509,063 円 

事務職 40.3 歳 345,028 円 601,074 円 

政令市平均（病院事業） 歳 円 円 

 医師 歳 円 円 

看護師 歳 円 円 

事務職 歳 円 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（市立病院） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,542 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,714 千円 

（29 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.80 月分 

(1.45)月分 (0.85)月分 
 

（29 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（市立病院） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分  47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分  47.709 月分 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

（その他の加算措置） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 1,018 千円 21,546 千円  3,156 千円 22,506 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，29 年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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ウ 地域手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（29 年度決算） 278,943 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 313,067 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域 18％ 0 人 18％ 

特別区以外の区域以外の区域に在勤する企業職給料表

（二）の適用を受ける職員 

16％ 108 人 16％ 

上記以外の職員 6％ 783 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（29 年度決算） 436,383 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 638,920 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 76.7％ 

手当の種類（手当数） 11 種類 

 

 

主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（28 年度決算） 
左記職員に対する支給単価 

看護師が深夜業務に従事したとき 

 
137,325 千円 

1 回につき 3,300 円 

1 月に 8 回を超える場合は 9 回

目から 500 円を加算する。 

 1,730 千円 

勤務の交替に伴う通勤の事情に

ついて特別の考慮を必要とする

と管理者が認める場合。通勤の

距離の区分に応じ 550 円～930

円を支給。 

職員が臓器廃棄業務に従事したとき 6 千円 日額 1,500 円 

コレラ、ペスト、腸チフス、パラチフス等の防疫又

は看護業務に従事したとき 
46 千円 日額 500 円 

職員が病理解剖処理業務に従事したとき 48 千円 1 体につき 2,500 円 

医長以上の職にある医師が時間外に業務に従事し

たとき 
196,801 千円 

勤務 1 時間当たりの単価×勤務

時間数 

医師が救命救急センターの夜間当番医師として従

事したとき 
60,312 千円 1 回につき 42,000 円 

医師が週休日又は休日に救命救急センターの当番

医師として従事したとき 
5,952 千円 1 回につき 12,000 円 

医師が週休日又は休日に救命救急ステーションド 1,540 千円 1 回につき 22,000 円 
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クターカーの当番医師として従事したとき 

医師が夜間に救命救急ステーションﾄﾞｸﾀｰｶｰの当番

医師として従事したとき 
7,232 千円 1 回につき 32,000 円 

薬剤科・放射線技術科・臨床検査科勤務者が救命救

急センターの夜間当番として従事したとき 
23,699 千円 1 回につき 13,000 円 

看護職員が当直業務に従事したとき 1,694 千円 1 回につき 3,500 円 

   

   

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 469,682 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算） 583 千円 

支給実績（28 年度決算） 393,933 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 467 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。 

   ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29 年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

務職員を含みます。 
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カ その他の手当（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との同異 

支給実績 

（29 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（29 年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対して， 70,800

円～146,400 円を支給（月額） 

同じ 114,731 千円 956,090 円 

初任給調整手当 医師・歯科医師に対して，一定期間 47,700 円～

217,100 円を支給（月額） 

同じ 211,024 千円 1,819,170 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,500 円～10,000 円を支給

（月額） 

同じ 58,971 千円 203,346 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を限度

に支給（月額） 

同じ 95,254 千円 288,649 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員に対して，1

ヶ月に要する運賃等の額に応じて 55,000 円を限

度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対して，距

離に応じて 5,000 円～25,500 円を支給（月額） 

同じ 87,407 千円 116,232 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に対し

て，30,000 円～100,000 円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務する場合に，1 時

間あたりの給与額の 135／100 を勤務時間数に応

じて支給 

同じ 109,874 千円 177,502 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として22時から翌5時までの間に

勤務する場合に，1時間あたりの給与額の 25／100

を勤務時間数に応じて支給 

同じ 71,058 千円 145,016 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以上勤務した

場合もしくは深夜帯（0 時~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 353 千円 23,534 円 

 

 

 


